
「保健師活動の歴史と国保保健師」 
平成 21 年 4 月 30 日（木） 
全国市町村保健活動協議会 
常任理事 大坂 多惠子 

 
 
Ⅰ 保健師活動の歴史 

１．保健師の名称と定義および業務 
１）昭和 12 年（1937 年）保健所法 

同法規則―保健所職員として保健婦 
２）昭和 16 年（1941 年）保健婦規則 
３）昭和 20 年（1945 年）保健婦規則改正 

第 14 条‘保健婦の業務’（厚生省令第 21 号） 
①衛生思想涵養ノ指導 
②疾病予防ノ指導 
③母性又ハ乳幼児ノ補導 
④栄養ノ指導 
⑤傷病者ノ療養指導 
⑥其ノ他ノ保健衛生指導 

４）昭和 23 年（1948 年）保健婦助産婦看護婦法 
この法律において「保健婦」とは、厚生大臣の免許を受けて保健指導に従事

する女子をいう。 
５）保健所長の指示について 

 
 
２．保健師の数の推移 

１）昭和 21 年末と 25 年末 
２）昭和 40 年以降の保健婦数推移 

 
 
３．国保保健婦と保健所保健婦の問題点 

１）国庫補助金の差 
２）上下関係 
３）市町村の委任事務として行なう予防接種・集団検診 
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Ⅱ 二局長四課長通知について  昭和 35 年 5 月 13 日厚生省発保 93 号 
                昭和 35 年 5 月 20 日保険発 62 号 
 

１．通知の概要 
１）市町村自治の尊重と自主制の尊重 
２）保健婦の担当人口を 3,500 人としたこと 
３）保健活動の優先順位を示した 
４）都道府県担当課（国保）に指導保健婦の設置 
５）市町村における予防接種等公衆衛生事務と国保保健施設との関係を明らかに

した 
６）国保保健施設と保健所との協力と共同保健計画策定 
７）国保保健婦の質の向上 
 
 

２．通知によりもたらされたもの 
１）国保保健婦補助金の増額（保健所保健婦と同額） 
２）指導保健婦の設置 
３）共同保健計画の策定と実施 

 
 
３．国民健康保険課が国保保健婦に対して行った補助事業 

１）国保保健婦ステーション 
２）活動機動力として保健婦家庭訪問活動自動車〈100 台／10 年間継続 1,000 台〉 
３）国保会計への繰出し金 
  昭和 39 年度より市町村衛生行政（予防接種等）に対するもの 
４）調整交付金による助成措置 
  昭和 52 年度より市町村の範となる先駆的実践的活動に対して 
５）国保保健婦研修会等の実施 
  全国研修：一般 6 日間、指導保健婦 4 日間 
  ブロック研修：6 ブロック 
  国保保健婦学術研修会（学会、隔年毎） 
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Ⅲ 市町村保健婦のかかえている問題並びに期待されるもの 

１．平成 20 年度全保協が行った意識調査より 
 
 
２．国保保健婦に求められるもの 

１）医療制度改革 
①生活習慣病予防対策（特に糖尿病予防） 
②特定健診・特定保健指導 
③平均在院日数の短縮 

２）その他 
①介護予防 
②母子保健 
③精神保健 
④地域組織活動 

 
 
 

Ⅳ 期待する国保保健師活動 

  ―健康な市町村実現のために― 
１．国保のレセプトを活用した保健計画の樹立 
優先順位の決め方の例 
１）地域的要求度の高いもの 
２）予防が可能なもの 
３）保健事業の技術能力からみて解決の可能性のあるもの 
４）保険財政の合理化に寄与するもの 
 
 

２．今こそ保健・医療・福祉との共同保健計画を 
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昭和２１年末と昭和２５年末

年度

昭和２１年末 7,717 人 2,187 人

昭和２５年末 4,920 4,157

(-2,797) (+1,970)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生省報告例による）

保健婦の数について

保健所市町村（国保を含む）

  参考資料①
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